ESTA申請の有料化
　米国政府は，2010年9月8日（米国東部夏時間午前0時）以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト（英語）（
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/08062010_2.xml
）や、
在京米国大使館のウェブサイト（日本語）（
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html
）　等を御参照ください。
　なお、米国のビザに関する個々のご質問を米国大使館・領事館へ行う場合は、有料との情報がありますので、米国大使館・領事館へビザに関する照会を行う際にはご留意ください。
詳しくは在京米国大使館のウェブサイト（日本語）
（
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone

